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筑波大学における研究評価について 

 

筑波大学は、教育・研究・運営の全般にわたって、一層の機能強化を図るため、平成 24 年 4

月から、新たな教育研究体制に移行した。教員の所属組織を、学群・学類、研究科・専攻、セン

ター等の教育研究組織から独立した組織である「系」として運営することにより、各教育研究組

織が、複数の教員組織から異なる分野の教員の参画を求めることが可能となり、学際融合・領域

横断的な教育研究を一層柔軟に行える体制となっている。また、学内における研究拠点の育成に

ついては、研究拠点の形成及びグループによる研究プロジェクトを支援する「研究戦略イニシア

ティブ」という拠点形成を主軸とした評価などを行い、研究経費、特別教員の配置、研究スペー

スの配分を行っている。 

 

１．研究におけるマネジメント 

（１）大学として実施している現状把握・分析としての評価（アセスメント）とその利用 

筑波大学では、大学教員業績評価、研究推進会議の新設、各種基礎データの把握を実施して

おり、その概要は以下のとおり。 

   ○大学教員業績評価 

   ・目的 

    ・教員自らが自身の活動を客観的に分析し、活動の改善･質の向上を図る 

    ・教員の活動に対する正当かつ積極的な評価による処遇への反映やインセンティブの付

与 

    ・評価結果の分析を通じた大学や各組織における施策への反映 

    ・国立大学法人としての社会への説明責任を果たす 

   ・評価手順 

①教員自らが自身の活動実績を自己点検･評価を通じて行うこととし、教員は「筑波大学

研究者情報システム（TRIOS）」等のデータベースに活動データ等を入力する。 

②専攻長、学系長、学群長、学類長等が参画する部局等評価委員会が、その定める評価

基準等に基づき、教員の評価及び SS（極めて優れた活動内容）評価候補教員の選定を

行う。 

    ③部局等評価委員会の委員長等をもって構成される全学評価委員会が、その評価結果に

ついての不服申立の審査及び公表並びに SS 評価候補教員として推薦された者の中か

ら、特に優れた取組や活動を行っていると認められる教員を、領域ごとに SS 評価とし

て認定する。さらに、評価を通じた全学的な教育研究活動の活性化につなげる施策の

検討を行う。 

   ・評価基準 

    教員が自己評価を行う際に用いる評価は以下の４段階である。 

     S：平均水準を大きく上回っている 

     A：平均水準を上回っている 

     B：平均水準の活動内容である 



     C：平均水準を下回っている 

     なお、ここでの「平均水準」とは、研究領域については、「論文数や外部資金受入状

況等の定量的数値を勘案し、教員の専門分野に係る研究活動が、国内外の学界における

平均的な水準であること」としている。 

・評価結果の活用 

評価結果は次のように活用することとしている。 

①教員個人が今後の教育・研究等の質の向上・改善を図るための指標とする。 

②全学、部局等において、組織運営等の改善のための資料とする。 

③研究科長が勤勉手当及び昇給について判断するための参考資料のひとつとする。 

④その他評価結果の活用方法は、適正な手続きを経て、全学、部局等において、別に定

めることができる。 

各研究科の評価結果を全学で取りまとめ集計したもの及びその分析結果については公表

し、教員個人の評価結果は公表しないこととしている。 

 

○研究推進会議 

研究企画・研究支援の強化と、本部・部局間や部局相互の情報共有を促進し、研究推進

力の一層の向上を図ることを目的として、各系の研究担当、センター長のうち学長が指名

する者から構成される「研究推進会議」を設置し、研究推進及び研究システムの高度化、

学内研究支援プロジェクトの選定及び推進、研究グループの登録・認定制度などを行うこ

ととしている。 

 

（２）研究戦略とこれに係る評価 

  ○研究戦略イニシアティブ 

    筑波大学では、学長を機構長、研究担当副学長を副機構長とする研究戦略イニシアテ

ィブ推進機構を設置し、研究戦略イニシアティブを推進している。 

 ・研究戦略イニシアティブ推進機構の目的 

  筑波大学の優れた教育研究の取組を戦略イニシアティブとして位置付け、その強化育

成を行うことにより、新たな教育研究領域を開拓する国際的な拠点へと成長させるとと

もに、その拠点を核とする新たな教育研究組織への発展及び研究プロジェクトの実施を

支援することにより、もって筑波大学の教育研究システムを高度化するスパイラルを形

成する。 

 ・研究戦略イニシアティブ推進機構推進委員会 

  機構に機構長（学長）、副機構長（研究担当副学長）等で組織される推進委員会を設置

し、イニシアティブの選定、イニシアティブに配分する予算、特別教員配置枠、研究ス

ペースの決定、イニシアティブの実施状況についての評価及び助言を行っている。 

・研究戦略イニシアティブ推進機構の概要 

  機構では、個人研究を支援するのではなく、研究拠点の形成及びグループによる研究

プロジェクトを支援することとしている。したがって、機構で支援するイニシアティブ

は、自らの拠点形成計画や研究プロジェクトを持ち、一定以上の研究基盤（教員数、競



争的資金）を有することが必要とされる。また、これらの促進には、拠点の成長段階や

研究の発展段階に応じた支援を行う必要があるとしている。これにより、機構で支援す

るイニシアティブは４種類のカテゴリ（戦略イニシアティブ(S)、（A）及びプレ戦略イニ

シアティブ（研究拠点提案型）、（研究プロジェクト提案型））があり、それぞれが満たす

べき資格は、文系と理系で差があり得るが、この点についてはイニシアティブの選定に

当たって、研究グループの教員数、競争的資金の獲得状況等に基づき、総合的観点から

判断することとしている。 

戦略イニシアティブ及びプレ戦略イニシアティブの概要は表１のとおり。なお、イニ

シアティブの運営を円滑にするため、イニシアティブごとに、研究コーディネータを置

くことができる。 

 

申請資格 

カテゴリ 
競争的資金等 

中核教員

数 

支援期間 支援項目 

戦略イニシアティブ（S）

 

拠点形成を目的とした

特別経費や大型競争的

資金に採択された拠点 

１０名 

程度 
５年まで

拠点形成活動経費 

特別教員配置（３人

以内） 

研究スペース 

戦略イニシアティブ（A）

原則として、科研費基盤

（A）相当以上を拠点代

表者を含む２名以上の

中核教員が申請時に獲

得していること 

５～１０

名 
３年まで

拠点形成活動経費 

特別教員配置（３人

以内） 

研究スペース 

プレ戦略イニシアティ

ブ（研究拠点提案型） 

原則として、科研費基盤

（A）又は若手（A）相当

以上を申請代表者が申

請時に獲得しているこ

と 

５～１０

名 

２～３年

まで 

拠点形成活動経費の

み 

（年間１０，０００

千円まで） 

プレ戦略イニシアティ

ブ（研究プロジェクト提

案型） 

原則として、科研費基盤

（A）相当以上を申請代

表者又は１名以上の中

核教員が申請時に獲得

していること 

３～５名
２～３年

まで 

プロジェクト研究経

費のみ 

（年間５，０００千

円まで） 

表１ 戦略イニシアティブ及びプレ戦略イニシアティブの概要 

 

 

 

 



・支援項目について 

－拠点形成活動経費・プロジェクト研究経費 

   拠点形成活動経費・プロジェクト研究経費はイニシアティブ運営のための経常的経

費、国際拠点としての活動費用等、競争的資金によってはカバーしがたい経費を中心

とし、大型設備費は含めない。また、経費は研究代表者の責任の下で使用できるが、

個人的な研究経費とは異なる。 

－特別教員配置 

   戦略イニシアティブには、特別教員配置枠（任期付き教員枠として運用）を配置す

ることとして、その配置数は戦略イニシアティブの規模に応じる。 

－研究スペースの配分 

   総合研究棟、共同研究棟などの全学共用スペースにおける公募スペースの一定部分

を機構に優先的に確保し、機構において各イニシアティブへの配分を行うこととして

いる。 

 

戦略イニシアティブは、将来的には研究科、専攻、共同利用、共同研究拠点、センタ

ー等の教育研究組織として発展することが期待される。なお、戦略イニシアティブはプ

レ戦略イニシアティブ以外から選定される場合もある。 

 

    ・戦略イニシアティブの選定方法 

戦略イニシアティブ（S）は、戦略イニシアティブ（A）及びプレ戦略イニシアティブ

等が、拠点形成を目的とした特別経費や大型競争的資金を獲得した場合に、当該拠点か

らの申請により選定する。 

戦略イニシアティブ（A）は、原則としてプレ戦略イニシアティブの中から分野別評価

委員の評価を参考の上、当該拠点からの申請により選定するが、プレ戦略イニシアティ

ブ以外から推進委員が選定する場合もある。 

プレ戦略イニシアティブは公募によって選定する。具体的には、学内外の委員で構成

される分野別評価委員によるプレ戦略イニシアティブ評価書を元に、研究戦略室及び研

究イニシアティブ推進機構推進委員会で選定されている。その評価の観点は、拠点形成

又はプロジェクトの計画の概要、研究内容、準備状況、活動経費の妥当性、総合評価な

どであり、評価基準は４（非常に優れている）、３（優れている）、２（やや劣っている）、

１（劣っている）の４段階評点としている。 

 

 

   ○革新的研究等支援プログラム 

     筑波大学では、「ライフ・イノベーション」や「グリーン・イノベーション」などに関

する公募に対し研究者が迅速かつ円滑に申請できるよう支援し、分野横断的・異分野融

合研究、ハイリスク・ハイインパクト研究、挑戦的な研究も含めた研究基盤整備を短期

的に加速することを目的として、革新的研究等支援プログラムを実施している。 

 



 

  ○研究基盤支援プログラム（Aタイプ） 

    若手研究者に研究経費を支援することにより、自由な発想の下、主体的に研究活動を

行える機会を与え、将来を担う研究者へのキャリアアップ支援を図ることを目的として、

研究基盤支援プログラムを実施している（昨年度実施していた若手研究者育成事業（つ

くばダイアモンド研究奨励費）を再編したもの）。これにより、ポスドク研究員、博士特

別研究員、博士後期課程相当の大学院生で一定の条件を満たす者に対して、上限５０万

円／人の支援研究費を配分している。 

 

（３）その他の特徴的な研究推進の取組 

   ○つくばイノベーションアリーナ 

     産業技術総合研究所、物質・材料研究機構、経団連とナノテクノロジーの拠点化を目

指すつくばイノベーションアリーナ（TIA）を推進している。 

   ○グローバル・イノベーション推進機構 

     筑波研究学園都市の連携を促進し、共同プロジェクトの立ち上げや支援を行うため、

学内組織としてのグローバル・イノベーション推進機構を設置している。 

 

 

２．大学として実施されている主な評価 

 筑波大学では、大学教員業績評価（１．（１）に記載）や研究戦略イニシアティブをはじめと

する研究評価（１．（２）に記載）の他、年度重点施策方式と全学自己点検・評価を実施してい

る。 

○年度重点施策方式と全学自己点検・評価 

全学の各組織は、本部の依頼により、年度当初に当該年度の重点施策を策定する。年度末

には、施策の達成状況を自己点検・評価し、本部に報告する。本部はその達成状況を検証す

るとともに、組織評価を実施している。その評価結果は年次報告書として取りまとめ、公表

している。 

 

 

３．部局で実施されている研究マネジメント・評価 

 （１）計算科学研究センターにおけるマネジメント 

   計算科学研究センターでは、運営協議会を設置し、各研究の進捗度による評価や多角的視

点からの評価を実施しており、その評価の観点は、センター内連携、産学官連携、国際連携、

活発な国際活動、社会貢献などであり、S,A,B,C で評価している。 

 （２）その他 

遺伝子実験センターでは、共同利用機関として遺伝子組み換え植物の提供などの基盤的研

究を行っている。なお、その業績の適正な評価について留意が必要とのことである。また、

人文社会系においても説明責任を果たすための評価が中心であり、研究と評価のバランスが

課題とされている。 



 

４．文部科学省研究開発評価推進検討会委員からのコメント 

平成２３年１２月１６日に筑波大学のマネジメント及び評価担当者との意見交換を実施し、

筑波大学におけるマネジメント及び評価活動を確認した。 

意見交換には、研究開発評価推進検討会委員である栗本英和氏（名古屋大学評価企画室教

授）及び三隅良平氏（防災科学技術研究所水・土砂防災研究部主任研究員）に同席いただい

た。後日、両委員から下記のコメントが寄せられた。 

 

 

１．大学全体について 

区分 コメント欄 

目標・計画、研究戦略（方

向性）の策定 

・ 1973 年 10 月に開学、「開かれた大学」、「柔軟な教育研究組

織」、「新しい大学の仕組み」を建学の理念とし、第２期中期

目標期間では、次の３つの重点施策を策定している。①質の

高い基礎研究を推進するとともに、既存の学問分野を超えた

共同を必要とする領域を積極的に開拓、②国際的に高い成果

の期待される分野、学際融合を先導する萌芽的な分野などを

重点的に実施、③国・地域社会や産業界と連携し、国内外の

社会的課題の解決に積極的に取組む研究を推進。 

・ 目標・計画、研究戦略は法人の中期計画という形で策定され、

とくに学際融合や国際展開が意識されている。筑波大学はも

ともと講座制ではなかったため、教員間の連携が弱く、大型

の競争的資金が獲得しにくい状況にあった。この点を改善す

るため、研究グループ認定制度を設けるなどして連携強化を

図っている。 

 

体制・プロセス 

 

・ 評価担当副学長の下にある、「企画室」が第２期中期目標期

間の重点施策の基本立案を行い、策定した３つの重点施策は

研究担当副学長の下にある「研究戦略室」が戦略的かつ計画

的に研究を策定し、「研究推進部」が関連するデータの収集・

分析機能・評価実施を担っている。 

・ とくに、学長自らが機構長を務める「戦略イニシアティブ推

進機構」は、大学としての研究拠点の形成を目指している。

 

 

研究活動の現状把握 

・分析 

・ 研究活動の現状を把握する基礎データとして、「研究推進部」

は外部資金獲得等実績の分析を、「評価企画室」は教員個人

の活動データの収集・評価を、「研究戦略室」は研究を推進

する部門からの意見聴取・分析を、部局長等は所属教員から

の意見聴取・分析を行っている。また、企画評価室は関連部

署と協力し、大学ランキングの分析など外形的なモニタリン

グも行っている。しかしながら、これらのデータを活用した

研究活動の詳細分析には至っていないため、高度なデータ解

析手法やそれを担う人材育成を課題に挙げている。 

・ 教員個人の活動を TRIOS というシステムを用いて年度単位

で把握している。但し収集した大量のデータを分析するため

の人員が不足しているとのことである。 



 

目標・計画、研究戦略（方

向性）を実現するための

施策の構築・実施 

・平成 23 年度に組織改変を行い、教員の所属を「系」別に明確

化した。平成 19 年度に｢研究戦略イニシアティブ推進機構｣を

設置し、研究グループの育成や大型の競争的資金獲得のため

の助成を行っている。 

 

体制・プロセス ・ 施策の実施主体は系（人文社会、ビジネスサイエンス、数理

物質、システム情報、生命環境、人間、体育、芸術、医学医

療、図書館情報メディア）であり、教員はすべて、いずれか

の系に属している。総合大学の特色を活かした研究戦略は、

「研究戦略イニシアティブ推進機構」であり、将来の新研究

科、新専攻、新センター等につながる教育研究組織を企図し

ている。運営は機構長及び副機構長で、それぞれ学長及び副

学長が就き、「研究戦略室」からの提言を受け、意思決定す

る。 

・ 「研究推進会議」は各系の研究戦略を担当する教員、研究関

係センター長及び学長によって指名された教員で構成され、

本部と部局間あるいは部局間相互の円滑なコミュニケーシ

ョンと研究推進力の向上を目的とし、学内研究支援プロジェ

クトの選定や推進のほか、各部局によるグループ化に関す

る、登録・認定制度（大規模と小規模の２種類）を設けてい

る。これによって研究グループの可視化を図っている。 

・ 研究戦略イニシアティブ推進機構は、学長を機構長とし、学

内・学外委員から構成される分野別評価委員や推進委員会等

によって構成されている。また学内公募により｢プレ戦略イ

ニシアティブ｣を採択し、最大 1000 万円の助成を行ってい

る。大型の競争的資金を獲得した課題の中から｢戦略イニシ

アティブ｣を採択し、特別教員の配置や研究スペースの支援

を行っている。 

 

 

評価の実施における

工夫、特徴 

・ 全学の各組織は、毎年度当初に当該年度の重点施策を策定

し、年度末に達成状況を自己点検・評価した後、大学本部に

報告する「年度重点施策方式」を開学以来、継続的に実施し、

その結果を年次報告書の形で公表している。平成 23 年度か

ら、それに基づいた組織評価を開始した。 

・ 教員の個人評価は、教員の自己申告に基づき、お互いの研究

状況を共有できるようにしている。専攻長レベルで点検・評

価し、その結果を大学本部でも把握できるようにしている。

また、業績の質の向上に資する意欲向上を図るため、１年間

で SS に相当する教員（約 30 名）を表彰している。 

・ 「研究戦略イニシアティブ推進機構」では、学内公募による

『プレ戦略イニシアティブ』（期間 2～3年）と、拠点形成を

目的とした特別経費や大型競争的資金の採択者に対する『戦

略イニシアティブ』（期間 3～5年）を用意し、より大型の競

争的資金獲得の支援環境を整備している。同機構と研究組織

（系）との相互作用によって新たな学術研究分野の開拓を狙

っている。 

・ 筑波大学はもともと講座制ではなかったため、教員間の連携

が弱く、そのことが競争的資金の獲得を阻害していたと分析



されている。これを踏まえ、教員間の連携やグループ化を促

す方向で｢プレ戦略イニシアティブ｣の公募を行っている。 

 

施策の効果の検証・改善 

 

・ 平成 19 年に創設した「研究戦略イニシアティブ推進機構」

を中核に、平成 23 年度は、研究戦略室による『プレ戦略イ

ニシアティブ』の評価、研究関係会議の再編など、その機能

強化を図るための改善を実施している。 

・ 法人の評価スケジュールに沿った年度単位の自己点検、教員

の個人評価のためのデータ収集を行っている。 

・ 収集したデータを分析する人員が不足しているとのこと。 

・ 学生による授業評価を行っているが、教員個人の評価に反映

していない。 

 

アウトリーチ活動 

 

・ 産総研、NIMS、経団連とナノテクの拠点化を目指す「つくば

イノベーションアリーナ」の推進など、筑波研究学園都市の

立地条件を活かした連携や共同プロジェクトの立ち上げ、支

援を行う学内組織として「グローバル・イノベーション推進

機構」を設置している。 

・ 公開セミナー、各種シンポジウムなど。震災関係のセミナー

で反響が大きいとのこと。 

 

マネジメント、評価人材

養成 

 

・ 施策のモニタリング及び施策効果の分析における改善課題

として、施策マネジメント体制、評価システム改革における

方策としてマネジメント人材（Program Officer や評価担当

の事務職員など）、と評価手法の開発を挙げており、効果的

な研究マネジメントを実施する上での懸念事項としている。

 

 

２．部局について （対象部局 ： 計算科学研究センター等） 

区分 コメント欄 

目標・計画、研究戦略（方

向性）の策定 

・ センターの運営委員会が将来の方針を策定する。 

・ 全国共同利用施設であるセンターでは、外部委員を含むメン

バーで構成される｢運営協議会｣で計画を決めている。 

・ 学部に相当する｢系｣では、系内に研究推進委員会をつくって

研究戦略を検討している。 

 

目標・計画、研究戦略（方

向性）を実現するための

施策の構築・実施 

・ 運営委員会と運営協議会（半数は外部委員、年２～３回開催）

で行う。方針の実施状況は６年間で確認している。 

・ 本部の方針に呼応して｢グループ化研究シーズ｣を進めてい

る（芸術系）。 

・ 個人レベルのマネジメントが基本と考えている（人文社会

系） 

 



施策の効果の検証・改善 

 

・ 自己評価によって、進捗状況を毎年、年次報告の形でモニタ

リングしている。評価委員会を置き、４年目に中間評価（殆

どが外国人の審査委員）を実施し、中期目標期間に１回、外

部評価を行っている。 

・ 全国共同利用施設であるセンターでは、運営協議会による年

度評価を実施している。学部に相当する系では、部局に設置

された研究推進委員会での情報収集を行っている。その他、

教員の個人評価のための情報の収集など。 

・ 遺伝子源の作成・配布など地味な基盤的業務を正当に評価す

るよう努力している。 

 

アウトリーチ活動 

 

・ とくに、菅平高原実験センターは、長野県上田市教育委員会

と連携し、サイエンス・コミュニケーションを実施し、広報

誌「菅平生き物通信」は年に約 10 回、上田市と青木村の各

家庭に配布されている。 

・ 菅平高原実験センターでは｢菅平生き物通信｣を各家庭に配

布し、好評を得ている。 

 

 

３．その他のコメント 

・ 大型研究資金の獲得を促進するための、研究者コミュニティの形成を支援する制度設計

や組織改編の試みは、同様な問題を抱える総合大学にとっての共通課題であり、今後の

具体的な結果や成果に期待したい。 

・ 筑波大学は講座制（研究室制）の無い、教員個々人が自立した組織として発足したが、

そのことが教員間の連携を弱め、学際融合による大型の競争的資金を獲得しにくくして

いるとの分析に基づき、教員間の連携を強める取り組みを強化している点に特徴（グッ

ドプラクティス）がある。 

 

 



≪参考情報≫ 

１－１ 教員数（平成 23 年４月１日現在） 

教授 620 名 

准教授 563 名 

講師 332 名 

助教 226 名 

合計 1,741 名 

 

１－２ 学生数（平成 23 年５月１日現在） 

学群 9,954 名 

博士前期課程

（修士課程） 
4,053 名 

博士後期課程

（博士課程） 
2,596 名 

専門職学位課

程 
194 名 

合計 16,797 名 

 

１－３ 収入・支出（平成 22 年度決算） 

収 入 （単位：百万円）

区  分 金 額 

運営費交付金 43,591 

施設整備費補助金 4,250 

補助金等収入 3,151 

国立大学財務・経営センター施設費交付金 175 

自己収入 32,391 

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 7,811 

引当金取崩 334 

目的積立金取崩 765 

計 92,468 

 

支 出 （単位：百万円）

区  分 金 額 

教育研究経費 46,179 

診療経費 20,321 

施設整備費 4,425 

補助金費 3,092 

産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 6,597 

長期借入金償還金 5,577 

計 86,191 

 

１－４ 添付資料一覧 

資料１ 筑波大学研究戦略イニシアティブ推進機構規程 

資料２ 研究戦略イニシアティブ推進機構について 

資料３ 大学教員業績評価指針 

 



○筑波大学研究戦略イニシアティブ推進機構規程 

 

                               平成１９年７月２６日 

                               法 人 規 程 第 ４ ４ 号 

                                      改正 平成２０年法人規程第２７号 

                                         平成２１年法人規程第２７号 

                                         平成２１年法人規程第５２号 

 

筑波大学研究戦略イニシアティブ推進機構規程 

 

（趣旨） 

第１条 この法人規程は、国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則（平成１６

年法人規則第１号）第３５条第１項に規定する特別な組織として設置する研究戦略イニシアテ

ィブ推進機構（以下「機構」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （機構の目的及び活動） 

第２条 機構は、筑波大学（以下「本学」という。）の優れた教育研究の取組みを戦略イニシアテ

ィブとして位置付け、その強化育成を行うことにより、新たな教育研究領域を開拓する国際的

な拠点へと成長させるとともに、その拠点を核とする新たな教育研究組織への発展及び研究プ

ロジェクトの実施を支援することにより、もって本学の教育研究システムを高度化するスパイ

ラルを形成することを目的とする。 

 

 （プログラム） 

第３条 機構は、前条に掲げる支援活動を推進するため、次のプログラムを実施する。 

(1) 戦略イニシアティブ 特に優れた教育研究の取組みに対し、３年から５年までの期間、一

定の予算、特別教員配置枠及び研究スペースを配分する事業 

(2) プレ戦略イニシアティブ（研究拠点提案型） 前号に規定する戦略イニシアティブへの発

展を計画する優れた教育研究の取組みに対し、２年から３年までの期間、一定の予算を配分

する事業 

(3) プレ戦略イニシアティブ（研究プロジェクト提案型） 優れた研究プロジェクトに対し、

２年から３年までの期間、一定の予算を配分する事業 

２ 戦略イニシアティブ及びプレ戦略イニシアティブ（以下「イニシアティブ」という。）は、第

６条に規定する推進委員会の議に基づき、次条に規定する機構長が選定する。 

 

 （機構長） 

第４条 機構に、機構長を置き、学長をもって充てる。 

２ 機構長は、機構を統括する。 

 

（副機構長） 

資料１



第５条 機構に、副機構長を置き、研究を担当する副学長をもって充てる。 

２ 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。 

 

 （推進委員会） 

第６条 機構に、推進委員会を置く。 

２ 推進委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

(1) イニシアティブの選定 

(2) イニシアティブに配分する予算、特別教員配置枠及び研究スペースの決定 

(3) イニシアティブの実施状況についての評価及び助言 

 (4) その他本学の研究拠点の形成に関し必要な事項 

 

（推進委員会の組織） 

第７条 推進委員会は、次に掲げる委員で組織する。 

(1) 機構長 

(2) 副機構長 

(3) その他機構長が指名する者 若干人 

 

 （推進委員会の委員長等） 

第８条 推進委員会に、委員長を置き、機構長をもって充てる。 

２ 委員長は、推進委員会を主宰する。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。 

 

 （任期） 

第９条 第７条第３号の委員の任期は、２年とする。ただし、任期の終期は、委員となる日の属

する年度の翌年度の末日とする。 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 前２項の委員は、再任されることができる。 

 

 （分野別評価委員） 

第１０条 推進委員会に、プレ戦略イニシアティブの評価等を行わせるため、分野ごとに、分野

別評価委員を置くことができる。 

 

（分野別評価委員の構成） 

第１１条 分野別評価委員は、次に掲げる者で構成する。 

(1) 役員又は職員のうちから、機構長が推進委員会の意見を聴いて指名する者 若干人 

(2) 機構長が推進委員会の意見を聴いて委嘱する学外の有識者 若干人 

 

 （任期） 

第１２条 分野別評価委員の任期は、推進委員会が定める期間とする。 



２ 分野別評価委員は、再任されることができる。 

 

 （研究コーディネーター） 

第１３条 イニシアティブの運営を円滑にするため、イニシアティブごとに、研究コーディネー

ターを置くことができる。 

２ 研究コーディネーターは、当該イニシアティブの運営支援を行う。 

  

 （任期） 

第１４条 研究コーディネーターの任期は、当該イニシアティブの支援期間と同一とする。 

２ 補欠の研究コーディネーターの任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 （事務） 

第１５条 機構に関する事務は、研究推進部戦略イニシアティブ事務局が行う。 

 

 （雑則） 

第１６条 この法人規程に定めるもののほか、機構の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 この法人規程は、平成１９年７月２６日から施行する。 

 

   附 則（平２０．３．３１法人規程２７号） 

 この法人規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則（平２１．４．１法人規程２７号） 

 この法人規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

附 則（平２１．１２．２４法人規程５２号） 

 この法人規程は、平成２１年１２月２４日から施行する。 

 



 

平成１９年７月２６日設置 

第４０回役員会承認 

平成２１年１２月２４日改正 

第７５回役員会承認 

 

研究戦略イニシアティブ推進機構について 

 

（目次） 

1. 機構の基本的考え方 ...................................................................................................................2 
2. 戦略イニシアティブとプレ戦略イニシアティブ（以下「イニシアティブ」という。） ...................................3 
3. 機構によるイニシアティブへの支援 ...............................................................................................5 

3.1 拠点形成活動経費・プロジェクト研究経費 ..................................................................... 5 
3.2 教員配置 .................................................................................................................... 6 
3.3 研究スペース .............................................................................................................. 6 

4. 選定の方式 .................................................................................................................................7 
4.1 戦略イニシアティブ（S）の選定 ...................................................................................... 7 
4.2 戦略イニシアティブ（Ａ）の選定 ...................................................................................... 7 
4.3 プレ戦略イニシアティブの選定 ..................................................................................... 7 

5. 機構の組織と任務.......................................................................................................................7 
6. 戦略イニシアティブ事務局 ............................................................................................................8 
 

別紙 1  戦略イニシアティブの位置付け 

別紙 2  戦略イニシアティブの概要 

別紙 3  戦略イニシアティブの成長イメージ 

別紙 4  研究戦略イニシアティブ推進機構組織図 

 
　　資料２



 

1. 機構の基本的考え方 

  

本学は創設以来、新しい教育研究の仕組みと開かれた大学の理念のもと、学内プロジェクト研究や特

別プロジェクト研究組織により研究の発展の段階に応じた研究支援体制を提供してきた。また、専門性

の深化と学際融合的な教育研究を促進するとともに、筑波研究学園都市の中核として、連携大学院方

式・共同研究・研究者交流等の多様なシステムを構築してきた。さらに、筑波に立地する多数の研究機

関と連携・協力することにより、高度な教育研究を実現し、これを大学の特色・強みとしてきた。 

国際的な知のネットワークのハブとして、筑波研究学園都市にさらに大きな貢献が求められている中、

本学は、幅広い学問分野を有し、学際融合的な教育研究を強みとする総合大学として、研究機関間の

有機的連携の強化に中心的な役割を果たすことが求められている。あわせて、国際的な視野と実力を

持つ人材を育成すべく、教育研究のさらなる高度化に取り組んでいかなければならない。 

 



 

以上を踏まえ、世界最高水準の研究拠点形成と新たな研究領域の開拓を通じ、国際的かつ多様なフ

ィールドで活躍できる人材の育成と高度な学術的成果の持続的創出を促進するため、「研究戦略イニシ

アティブ推進機構」（以下「機構」という）を設置する。 

同機構には、グローバルＣＯＥプログラム採択拠点をはじめとして、世界最高水準と呼ぶに相応しい

実績と本学の特色を活かした学際融合性などを有し、新たな学術研究分野を切り拓く教育研究組織へと

発展させるべき研究拠点を、「戦略イニシアティブ」として位置付ける。 

戦略イニシアティブにおいては、独創性・国際性・プロジェクトマネジメント力を重視した若手人材育成

に力点を置くとともに、自立した個の強化と組織的成果の高度化を両立させる新たな研究推進方法の確

立を目指す。また、筑波研究学園都市の各研究機関をはじめとする他機関との連携を最大限に活用し、

本学と他機関の双方の成果向上を追求する。 

機構においては，厳格な評価に基づく戦略イニシアティブの選定と、その研究拠点形成及び研究活動

に対する戦略的資源投入、専門スタッフによる強力な支援を重点的に実施し、さらに、各研究機関との

連携を総合的に支援・推進する。 

戦略イニシアティブは、評価に基づき、将来的には研究科、専攻、共同利用・共同研究拠点、センター

等の教育研究組織として発展することが期待される。また、機構や戦略イニシアティブで培われた学術

的成果・人材・推進方法などを、大学全体にフィードバックさせ、教育研究水準の向上のスパイラルを形

成する。 

 

2. 戦略イニシアティブとプレ戦略イニシアティブ（以下「イニシアティブ」という。） 

 

機構は、個人研究を支援するシステムではなく、研究拠点の形成及びグループによる研究プロジェク

トを支援するシステムである。従って、機構において支援するイニシアティブは、自らの拠点形成計画や

研究プロジェクト計画を持ち、一定以上の研究基盤（教員数、競争的資金）を有することが必要である。

また、これらの促進には、拠点の成長段階や研究の発展段階に応じた支援を行う必要がある。 

以上の観点から、機構において支援するイニシアティブには、表１に示す、4 種類のカテゴリを設ける。 

なお、各カテゴリの満たすべき申請資格は、文系と理系で差異があり得るが、この点については、イニ

シアティブの選定に当たって、研究グループの教員数、競争的資金の獲得状況等に基づき総合的観点

から判断する。 

 

（1） 戦略イニシアティブ（S） 

機構における拠点形成の最終段階と位置付ける。拠点形成を目的とした特別経費や大型競争

的資金等の厳しい基準を有するプログラムに採択された拠点を想定し、中核教員（グローバル

COE プログラムにおける評価対象者に相当）の数は 10 名程度とする。 

プログラム終了後は、研究科、専攻、共同利用・共同研究拠点、センター等の教育研究組織とし

て発展し、教育研究水準の向上のスパイラルを形成することが求められる。 

機構による支援期間は 5 年までとし、特別教員配置枠・研究スペースの支援を行う。拠点形成活

動経費の支援は、大型競争的資金等の採択を前提とするので、必要最小限とする。ただし、特別

教員配置枠は、全学的状況により、配置できない場合もある。また、関連する研究科や専攻におい

ても重点分野として位置付け、当該イニシアティブに対する支援を実施するものとする。 

 



 

（2） 戦略イニシアティブ(A) 

戦略イニシアティブ(S)への成長段階の研究拠点と位置付ける。科学研究費補助金基盤研究

（Ａ）相当以上の競争的資金を原則として拠点代表者を含む２名以上の中核教員が申請時に獲得

していることを前提とする。中核教員を 5～10 名有して、自らの策定した拠点形成計画に従って、拠

点形成を目的とした特別経費や大型競争的資金の獲得を目指しつつ、国際的に高い研究成果を

創出することが期待される。拠点形成を目的とした特別経費や大型競争的資金に毎年度、申請す

るものとする。 

また、円滑な研究推進のために、研究科等の支援のもとで、研究科・専攻横断型の教育コース

等の併設を推奨する。 

支援期間は 3 年までとし、拠点形成活動経費・特別教員配置枠・研究スペースの支援を行う。た 

だし、特別教員配置枠は、全学的状況により、配置できない場合もある。また、関連する研究科や

専攻においても重点分野として位置付け、当該イニシアティブに対する支援を実施するものとす

る。 

 

（3）プレ戦略イニシアティブ（研究拠点提案型） 

戦略イニシアティブ(A)または(S)として拠点形成を目指すための充分な実績と可能性を有する研

究拠点と位置付け、中長期的な戦略のもとで拠点形成を行う。科学研究費補助金基盤研究（Ａ）ま

たは若手研究（Ａ）相当以上の競争的資金を原則として申請代表者が申請時に獲得していることを

前提とする。中核教員を 5～10 名有して、自らの策定した拠点形成計画に従って、特別経費や競争

的資金の獲得を目指しつつ、優れた研究成果を創出することが期待される。特別経費や競争的資

金に毎年度、申請するものとする。 

また、異なる専攻や研究科、センター間で組織化された融合拠点や３０歳・４０歳代の若手教員

により構成される提案を推奨する。 

支援期間は 2～3 年までとし、原則として拠点形成活動経費の支援のみを行う。関連する研究科

や専攻においても重点分野として位置付け、当該イニシアティブに対する支援を実施するものとす

る。研究スペースについては、特に必要と判断される場合は、支援期間内に限って支援する場合も

あり得る。特別教員配置枠の配置は行わない。 

なお、申請する教員は、中核教員であるか否かを問わず、他のイニシアティブ構成員との重複申

請はできない。 

 

（4）プレ戦略イニシアティブ（研究プロジェクト提案型） 

グループによる研究プロジェクトと位置付け、中長期的かつ萌芽的な戦略のもとでプロジェクト研

究を推進する。科学研究費補助金基盤研究（Ａ）相当以上の競争的資金を原則として申請代表者

または 1 名以上の中核教員が申請時に獲得していることを前提とする。中核教員を 3～5 名有して、

自らの策定した研究プロジェクト計画に従って、特別経費や競争的資金の獲得を目指しつつ、学際

融合を先導する萌芽的分野における優れた研究成果を創出することが期待される。特別経費や競

争的資金に毎年度、申請するものとする。 

また、異なる研究科や専攻、センター間で組織化された学際融合プロジェクトや３０歳・４０歳代

の若手教員により構成される提案を推奨する。 

支援期間は 2～3 年までとし、原則としてプロジェクト研究経費の支援のみを行う。関連する研究



 

科や専攻においても重点分野として位置付け、当該イニシアティブに対する支援を実施するものと

する。研究スペースについては、特に必要と判断される場合は、支援期間内に限って支援する場合

もあり得る。特別教員配置枠の配置は行わない。 

なお、申請する教員は、中核教員であるか否かを問わず、他のイニシアティブ構成員との重複申

請はできない。 

 

申請資格 

カテゴリ 

競争的資金等 中核教員数

支援 

期間 
支援項目 

戦略イニシアティブ 

(S) 

拠点形成を目的とした特別経

費や大型競争的資金に採択

された拠点 

10 名程度 5 年まで

拠点形成活動経費 

特別教員配置（3 人以内） 

研究スペース 

戦略イニシアティブ 

(A) 

原則として、科研費基盤(Ａ)相

当以上を拠点代表者を含む 2

名以上の中核教員が申請時

に獲得していること 

5～10 名 3 年まで

拠点形成活動経費 

特別教員配置（3 人以内） 

研究スペース 

プレ戦略イニシアテ

ィブ（研究拠点提案

型） 

原則として、科研費基盤(A)ま

たは若手（Ａ）相当以上を申請

代表者が申請時に獲得してい

ること 

5～10 名 
2～3 年

まで 

拠点形成活動経費のみ 

（年間 10,000 千円まで） 

プレ戦略イニシアテ

ィブ（研究プロジェク

ト提案型） 

原則として、科研費基盤(A)相

当以上を申請代表者または 1

名以上の中核教員が申請時

に獲得していること 

3～5 名 
2～3 年

まで 

プロジェクト研究経費のみ 

（年間 5,000 千円まで） 

表１ 戦略イニシアティブ及びプレ戦略イニシアティブ 

 プレ戦略イニシアティブ採択課題の終了後に、同一または類似課題を再申請することは妨げないが、

それまでの活動実績が重点的に審査される。 

別紙 1 に、研究の発展段階とそれを支える研究資金から見た戦略イニシアティブの位置付けを示す。 

別紙 2 及び表１に、4 種類の戦略イニシアティブの概要を示す。 

別紙 3 に、戦略イニシアティブ(S)に至る、拠点の発展・成長イメージを例示する。  

 

3. 機構によるイニシアティブへの支援 

 

3.1 拠点形成活動経費・プロジェクト研究経費 

(1) 目的 

   拠点形成活動経費・プロジェクト研究経費の支援は、イニシアティブ運営のための経常的経費、国

際拠点としての活動費用等、競争的資金によってはカバーし難い経費を中心とし、大型設備費は含め

ない。経費は代表者の責任のもとで使用できるが、拠点全体または研究グループに対するものであり、

個人的な研究経費とは異なる。 

(2) 財源 



 

重点及び戦略的経費（戦略イニシアティブ推進機構経費）による。 

 

3.2 教員配置 

 表 2 に、イニシアティブの中核教員数と特別教員配置支援の規模についての想定を示す。 

(1) 方針 

戦略イニシアティブには特別教員配置枠を配置する。ただし、特別教員配置は、全学的な配置状況

により配置できない場合もある。 

① 戦略イニシアティブ(S)においては、配置数は 3 人以内、配置期間は当該イニシアティブが獲得

した大型競争的資金等の採択年数を超えないものとし、最長 5 年間までとする。配置の開始年

度は、当該イニシアティブに採択された年度からとする。 

② 戦略イニシアティブ(A)においては、配置数は 3 人以内、配置期間は 3 年間までとする。配置の

開始年度は、当該イニシアティブに採択された年度からとする。 

③ プレ戦略イニシアティブには特別教員配置枠は配置しない。 

(2) テニュア・トラック制との関係 

   配置された特別教員配置枠は、任期付き教員枠として運用する。 

 

 カテゴリ等 規 模 中核教員数 特別教員配置数 

大 型 10 3 

中 型 7 2～3 

戦略イニシアティブ 

(S) 期間 5 年 

(A) 期間 3 年 小 型 5 1～2 

表 2 イニシアティブへの特別教員配置支援規模（目標） 

 

3.3 研究スペース 

総合研究棟、共同研究棟等の全学共用スペースにおける公募スペース（以下「公募スペース」とい

う。）の一定部分を、機構に優先的に確保し、機構において各イニシアティブへの配分を行う。 

(1) 公募スペースの配分の考え方 

① 公募スペースの管理運営は、施設委員会で行う。 

② 機構優先利用スペースとそれ以外の公募スペースの面積配分については、各年度、施設委員

会で審議する。 

③ 機構優先利用スペース以外の公募スペースについては、従前の利用規程等による。 

④ 機構優先利用スペースの審査・決定は、機構の推進委員会で行い、施設委員会へ報告する。 

⑤ 機構の優先利用予定スペースに非利用スペースが生じた場合は、その年度内を限度として、

公募スペースとする。 

(2) 戦略イニシアティブへのスペース配分 

① 戦略イニシアティブ(S)においては、配分期間は 5 年間とする。配分は、当該イニシアティブが採

択された年度からとし、最終年度は当該イニシアティブの終了年度を超えないものとする。 

② 戦略イニシアティブ(A)においては、配分期間は 3 年間とする。配分は、当該イニシアティブが採

択された年度からとし、最終年度は当該イニシアティブの終了年度を超えないものとする。 



 

(3) プレ戦略イニシアティブへのスペース配分 

プレ戦略イニシアティブには原則として研究スペースの配分は行わないが、特に必要と判断される場

合は、支援期間終了までを条件として配分を行う場合がある。 

 

4. 選定の方式 

 イニシアティブの選定と支援内容の決定は、機構に置く推進委員会が、学内外の専門家を委員とする

分野別評価委員の評価に基づいて行う。推進委員会等の詳細は「5．」に記載する。 

 

4.1 戦略イニシアティブ（S）の選定 

戦略イニシアティブ(S)は、戦略イニシアティブ(A)及びプレ戦略イニシアティブ等が、拠点形成を目的と

した特別経費や大型競争的資金を獲得した場合に、当該拠点からの申請により選定する。戦略イニシ

アティブ(S)としての支援は、その時点から最長 5 年間とする。 

 

4.2 戦略イニシアティブ（Ａ）の選定 

戦略イニシアティブ(A)は、原則としてプレ戦略イニシアティブの中から分野別評価委員の評価を参考

の上、当該拠点からの申請により選定するが、プレ戦略イニシアティブ以外から推進委員が選定する場

合もある。戦略イニアティブ（Ａ）としての支援は、その時点から最長３年間とする。 

 

4.3  プレ戦略イニシアティブの選定 

① プレ戦略イニシアティブの選定は学内公募を原則とするが、国の科学技術政策や社会的・経済的ニ

ーズを踏まえ、社会的インパクトの大きい研究課題（戦略目標）を設定の上、推進委員会が選定す

る場合もある。 

② プレ戦略イニシアティブ（研究拠点提案型）への申請拠点は、プレ戦略イニシアティブ期間だけでなく、

戦略イニシアティブ期間における拠点形成及びその終了後の新たな教育研究組織への発展の計画

を含む計画書を提出する。プレ戦略イニシアティブ（研究プロジェクト提案型）への申請グループは、

プレ戦略イニシアティブ期間における研究プロジェクト計画書を提出する。 

③ 推進委員会は、分野別評価委員を委嘱し、その評価を参考にプレ戦略イニシアティブの採択の可否

を決める。分野別評価委員の評価により、申請計画を改善した上で採択する場合がある。 

 

5. 機構の組織と任務 

機構には、機構長、副機構長、推進委員会、分野別評価委員及び研究コーディネーターを置く。別

紙 4 に、機構の組織図を示す。 

(1) 機構長  

学長が務め、そのリーダシップの下に、機構の活動全体を統括する。 

(2) 副機構長 

研究担当副学長が務める。機構長を補佐し、機構の運営業務を司る。 

(3) 推進委員会 

機構長、副機構長、及び機構長の指名する委員により構成し、以下の任務を行う。 

① イニシアティブの選定 

② イニシアティブに配分する予算、特別教員配置枠、研究スペースの決定 



 

③ イニシアティブの計画実施状況についての評価・助言 

④ 戦略イニシアティブを核としての研究科・専攻・センター等への改組・再編等に向けた、概算要

求等に係わる助言 

(4) 分野別評価委員 

プレ戦略イニシアティブ候補及びプレ戦略イニシアティブの評価を行うために分野別評価委員（学

内委員 1～2 名、学外委員 2～3 名の計 3～5 名）を委嘱する。分野別評価委員は、プレ戦略イニシア

ティブの選考時評価、中間評価及び終了時評価を行い推進委員会に報告するものとする。 

（5）研究コーディネーター 

戦略イニシアティブ（A）に学外の有識者等からなる世界的研究レベルの研究コーディネーターを

配置し、採択又は移行年度から終了時まで、一貫して拠点の運営支援を行う。なお、研究コーディ

ネーターの雇用は個別の拠点形成活動経費による。プレ戦略イニシアティブ（研究拠点提案型）で

の配置も推奨する。 

 

6. 戦略イニシアティブ事務局 

機構に戦略イニシアティブ事務局を置き、機構とイニシアティブの運営を支援する。戦略イニシアティ

ブ事務局は、各イニシアティブの活動状況の把握に努めるとともに、イニシアティブの円滑な運営を推

進するため推進委員会と連絡調整し、課題解決に向けた支援を行う。 

個々のイニシアティブの教育研究に係わる通常の事務業務については、それぞれの支援室あるい

はセンター等の事務室で対応する。一方、イニシアティブが行う活動で複数の支援室に跨る業務や、

新たな取組みを必要とする業務については、戦略イニシアティブ事務局において支援する。 

 



若手研究(A) 

2～3年 5～30百万円 

若手研究(B) 

2～3年 ～5百万円 

基盤研究(C)  

2～4年 ～5百万円   

萌芽研究 

1～3年 ～5百万円  

基盤研究(B) 

2～4年 5～20百万円 

基盤研究(A) 

2～4年 20～50百万円 

基盤研究(S) 

５年 50～100百万円 

戦略イニシアティブの位置付け 

戦略イニシアティブ 

予算：10百万円 

特別教員配置  

研究スペース 

期間：3～5年 

学
内
支
援 

G-ＣＯＥ 

特別推進研究  
3～5年        
5億円程度 

科学技術戦略推進費等 

JST／NEDＯなど 

さきがけ              ERATO        CREST     など 

研究の展開 

研究の規模 

萌芽期 

個人研究 

形成・発展期 

小・中グループ研究 

成長・成熟期 

グループ・拠点研究 

研究の資金 

教育研究基盤経費 

研究基盤支援プログラムA 

研究基盤支援プログラムB 

産学連携支援 

競
争
的
資
金 

 

プレ戦略イニシアティブ 

予算： 
研究拠点提案型 10百万円まで 

研究プロジェクト提案型 5百万円まで 

期間：2～3年 

 

別紙１ 

WPI 

特別経費 概算要求 

プレ戦略イニシア
ティブ等は、毎年度、
特別経費等に申請 



戦略イニシアティブ（期間3～5年） 

プレ戦略イニシアティブ（期間2～3年） 

戦略イニシアティブ(S)：期間5年 

 拠点形成を目的とした特別経費や大型競争的資金等の厳しい基準を 

 有するプログラムに採択された拠点を想定し、中核教員の数は10名程 

 度とする。プログラム終了後は、新たな教育研究組織として発展するこ 

 とが求められる。  

戦略イニシアティブ(A)：期間3年 

 科学研究費補助金基盤研究(A)相当以上の競争的資金を拠点代表者 

 を含む2名以上の中核教員が申請時に獲得していることを前提とする。 

 中核教員を5~10名有して、自らの策定した拠点形成計画に従って、拠 

 点形成を目的とした特別経費や大型競争的資金の獲得を目指しつつ、 

 国際的に高い研究成果を創出することが期待される。 

研究プロジェクト提案型：期間2～3年 
 科学研究費補助金基盤研究(A)相当以上の競争的資金を申請代表者 

 または1名以上の中核教員が申請時に獲得していることを前提とする。 

 中核教員を3~5名有して、自らの策定した研究プロジェクト計画に従っ 

 て、特別経費や競争的資金の獲得を目指しつつ、学際融合を先導する 

 萌芽的分野における優れた研究成果を創出することが期待される。  

特別教員配置 

 ・3名以内、期間は5年以内 

 ただし、（A)は3年以内 

 ・開始年度はプログラム採択年度 

研究スペース 

 ・5年以内、ただし、（A)は３年以内 

 ・開始年度はプログラム採択年度 

 ・プログラム終了年度を超えない 

特別教員配置は行わない。 

研究スペースは原則として配分しない。 

          

戦略イニシアティブの概要 別紙2 

研究拠点提案型：期間2～3年 
 科学研究費補助金基盤研究(A)または若手研究(A)相当以上の競争的 

 資金を申請代表者が申請時に獲得していることを前提とする。中核教 

 員を5~10名有して、自らの策定した拠点形成計画に従って、特別経費 

 や競争的資金の獲得を目指しつつ、優れた研究成果を創出することが 

 期待される。 

戦略イニシアティブは、プレ戦略イニシ 

アティブ以外から選定する場合もある。 

学内公募 



戦略イニシアティブの成長イメージ 

戦略イニシアティブ 

(A) 

戦略イニシアティブ 

(S) 

学内公募または 

機構による選定 

終了時評価 

により昇格 

大型競争的資 

金等の採択に 

より昇格 

研究科、センター
等の改組・再編に
よる発展等を実現 

大型競争的資
金等の採択に 

より昇格 

研究科、センター
等の改組・再編に
よる発展等を実現 

学内公募 

 

終了時評価 

により昇格 

研究科、センター
等の改組・再編に
よる発展等を実現 

大型競争的資金等 

の採択により選定 

再度 

挑戦 

戦略イニシアティブ 

(A) 

別紙3  

プレ戦略 

イニシアティブ 

プレ戦略 

イニシアティブ 

プレ戦略 

イニシアティブ 

戦略イニシアティブ 

(S) 

戦略イニシアティブ 

(S) 

戦略イニシアティブ 

(A) 

戦略イニシアティブ 

(S) 

大型競争的資 

金等の採択に 

より昇格 

機構による選定 

学内公募または 

機構による選定 

研究科、センター
等の改組・再編に
よる発展等を実現 



研究戦略イニシアティブ推進機構組織図 

学  長 

    機構・ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞの運営支援・連絡調整 

機構長（学長） 
 

副機構長 
（研究担当副学長） 

推進委員会 
(委員長は機構長) 

プ
レ
戦
略
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ 

・・・  ・ ・ ・ ・ 

分野別評価委員 

戦略イニシアティブ事務局 

機構長他で構成 

学内委員  １~2名 

学外委員 2~3名 

     

別紙4 

評 価 プ
レ
戦
略
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ 

戦
略
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ 

戦
略
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ 

プレ戦略イニシアティブの選定時・中間・終了時評価 

イニシアティブの選定、資源配分、実施状況への評価・助言等 

研究ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

戦略イニシアティブの運営支援 

各戦略ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ(A)に配置 

戦
略
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ 



大学教員業績評価指針 

平成２１年５月２１日  

教 育 研 究 評 議 会 決 定 

改正  平成２４年２月１６日  

 

国公私立を問わず大学を取り巻く情勢は厳しさを増すとともに、その一方で人材の育成

や研究成果の創出など、社会の大学に対する期待は高まっており、大学は従来にも増して、

教育研究の質を向上させることにより、これらの状況に対処していかなければならない。  

また、厳しい財政状況のもと、教育研究活動に必要な資金を安定的に確保していくため

には、その活動の成果を社会に対して適切に説明していく必要がある。  

教育研究の質の向上と社会への説明責任という二つの要請を満たしていくためには、大

学教員（以下「教員」という。）が自らの活動を自己点検・評価することによってその水

準を絶えず改善・高度化するとともに、活動成果を広く社会に公開していかなくてはなら

ない。 

以上の考え方に基づき、大学における教育研究が、個々の教員の自主的・創造的活動に

基礎を置くものであることを十分踏まえた上で、それにふさわしい大学教員業績評価制度

を導入する。 

 

１．評価の目的 

上記の基本的な考え方に則り、本学の評価の目的は、次のとおりとする。  

(1) 教員自らが自身の活動を客観的に分析し、活動の改善・質の向上を図る。  

(2) 教員の活動に対する正当かつ積極的な評価による処遇への反映やインセンティブの

付与 

(3) 評価結果の分析を通じた大学や各組織における施策への反映  

(4) 国立大学法人としての社会への説明責任を果たす。  

 

２．評価の原則 

(1) 評価は、教員自らが自身の活動実績を自己点検・評価することを通じて行う。自己

評価の妥当性については、第三者による評価において確認するものとする。  

(2) 自己点検・評価に当たっては、第三者が確認できる、可能な限り客観的な情報を用

いることとし、そのため「筑波大学研究者情報システム（ＴＲＩＯＳ）」、「筑波大

学教育情報システム（ＴＷＩＮＳ）」、「筑波大学財務会計システム（ＦＡＩＲ）」

等（以下「ＴＲＩＯＳ等という。」）のデータベースを活用するものとする。 

(3) 特に優れた取組や成果はより高く評価し、課題点は改善を促すエンカレッジ型の評

価とする。 

 

３．評価対象、実施組織及び実施体制 

(1) 評価対象 

評価の対象となる教員は、本学の教授、准教授、講師及び助教で、常勤の者とする。 

 

資料３



(2) 評価実施組織 

①  評価の実施組織は、系とする。  

②  評価結果については、系長が責任を負うものとする。  

③  系長は、評価に当たっては、所属する教員が担当する教育研究組織（研究科・専

攻、学群・学類、附属病院、全国共同教育研究施設、学内共同教育研究施設、部局

附属教育研究施設、附属学校教育局等。以下「関連する教育研究組織」という。）に

おける当該教員の職務状況が反映されるよう十分配慮し、当該組織の長等から意見

を聴くなど適切な措置を講ずるものとする。  

④  大学本部等において勤務する教員にあっては、評価を担当する副学長が実施す

る。  

(3) 実施体制 

①  部局評価委員会 

(ｱ) 系ごとに部局評価委員会を置き、以下の事項を所掌する。  

a)  当該系の「大学教員の業績評価方針」及び「大学教員の業績評価基準」（以

下「評価方針」という。）並びに評価方針に基づく評価項目の策定、公表  

b)  教員の自己点検・評価結果に係る評価の実施及びＳＳ（極めて優れた活動内

容）評価候補教員の選定 

c)  当該系における評価結果の具体的活用方策、評価を通じた組織の活性化の方

策の検討及び系長への提案 

d)  その他当該系の評価の実施に関する事項  

(ｲ)  部局評価委員会には、当該系と関連する教育研究組織の長等が参画するものと

する。 

(ｳ)  部局評価委員会は、当該系と関連する教育研究組織の業務に従事する教員の活

動に十分配慮し、評価方針の策定及び評価に当たっては、当該組織の長等の意見

を聴くなど適切な措置を講ずるものとする。  

② 全学評価委員会 

(ｱ) 教育研究評議会の下に、全学評価委員会を置き、部局評価委員会の委員長等を

もって構成する。 

(ｲ) 全学評価委員会は、次の事項を所掌する。 

a)  評価システムの全学的な企画・運用に関する事項  

b)  ＳＳ評価教員の認定 

c)  評価結果についての不服申立の審査  

d)  評価結果の公表 

e)  評価を通じた全学的な教育研究活動の活性化につなげる施策の検討  

f)  その他全学的な評価に関する事項 

③  評価企画室 

評価企画室は、評価の実施に関し、次の事項を所掌する。  

a)  評価システムの全学的な企画・運用に関する原案の作成  

b)  評価結果の集約及び集計・分析  

c)  評価に関する情報の集約・提供  



d)  その他全学評価委員会が所掌する事項に関し、必要な事項  

④  学外者の参画 

部局評価委員会及び全学評価委員会において、評価の透明性、公平性を担保する

ため、必要に応じて、学外者を評価委員として参画させることができる。  

 

４．評価領域、評価項目及び評価期間 

(1) 評価領域 

「教育」、「研究」及び「社会貢献・学内運営」の３領域とする。  

なお、附属病院、又は全国共同教育研究施設、学内共同教育研究施設若しくは部局

附属教育研究施設（以下「センター」という。）、又は附属学校教育局若しくは附属

学校の業務に従事する教員については、上記領域にそれぞれ「診療」、「センター」

又は「附属学校」を加えた４領域とする。  

(2) 評価項目 

全学共通の評価項目は、「大学教員業績自己点検・評価票（別紙様式１）」（以下

「評価票」という。）のとおりとする。併せて、系は、その特性に応じて評価項目を

追加することができる。 

(3) 評価期間 

①  評価は、前年度分の活動について、毎年度全学一斉に実施する。ただし、活動期

間が複数年にわたる場合は、当該活動の全体を踏まえた評価とする。 

②  評価実施年度の４月１日時点において、本学の職員に採用されて１年を経過して

いない者であっても、本人の希望により当該年度に評価を受けることができる。  

 

５．評価の手順 

評価は、各教員がＴＲＩＯＳ等に入力した活動データ等を参考に、自身の活動を客観

的に振り返る自己点検・評価を基本として実施する。  

具体的な手順は、次のとおりとする。  

(1) 教員は、自己点検・評価に先立ち、前年度の活動実績についてＴＲＩＯＳに入力を

行う。 

(2) 系長は、部局評価委員会が教員の活動状況を適正に評価することを考慮して定めた

評価の単位（以下「評価単位」という。）ごとに、氏名、職員番号を記載した「評価対

象教員リスト」を作成のうえ、評価企画室へデータにて提出する。  

(3) 評価企画室は、「評価対象教員リスト」で示された評価単位別に、ＴＲＩＯＳ等のデ

ータを集計し、「教員別データ票（別紙様式２）」（以下「データ票」という。）を作成

する。 

(4) 評価企画室は、データ票とともに評価票を系長を通じて各教員に配布する。  

(5) 教員は、部局評価委員会の定めた評価方針に基づき、データ票に記載されたデータ

等を勘案し、自己点検・評価を行い、評価票へ必要事項を記入の上、系長に提出する。  

(6) 部局評価委員会は、評価を実施し、領域ごとのＳＳ評価候補教員を選定するととも

に、各評価票に、必要なコメントを付し、それらの結果を系長へ報告する。  

(7) 系長は、教員へ評価結果の通知を行うとともに、全学評価委員会に対して、領域ご



とのＳＳ評価候補教員について推薦を行う。  

(8) 全学評価委員会は、推薦されたＳＳ評価候補教員の中から、領域ごとにＳＳ評価教

員を認定し、その結果を系長及び当該系と関連する教育研究組織の長並びに本人へ通

知するとともに、学長に報告する。 

 

６．評価の方法、結果の通知等 

(1) 評価の基準 

① 教員が自己評価を行う際に用いる評価の段階  

Ｓ（平均水準を大きく上回っている）  

Ａ（平均水準を上回っている） 

Ｂ（平均水準の活動内容である） 

Ｃ（平均水準を下回っている）  

②  ｢平均水準」の考え方 

ア) 教育領域 

授業時間数や指導学生数等の定量的数値を勘案し、教育組織からの要請を踏ま

え系が求める教育活動を適切に遂行していることをもって「平均水準」とする。  

イ) 研究領域 

論文数や外部資金受入状況等の定量的数値を勘案し、教員の専門分野に係る研

究活動が、国内外の学界における平均的な水準であることをもって「平均水準」

とする。 

ウ) 社会貢献・学内運営領域 

評価対象者の職階に応じた役割、所属する系又は担当する教育研究組織からの

要請等を勘案し、教育研究活動以外の活動に係る業務を適切に遂行していること

をもって「平均水準」とする。 

③ 部局における基準の策定と周知   

部局評価委員会は、評価の実施に当たって、「平均水準」の考え方を踏まえ、当該

系における評価基準を定め、評価対象の教員へ周知するものとする。 

④  全学評価委員会が認定する評価  

ＳＳ（極めて優れた活動内容である）  

(2) エフォート率 

教員の全活動時間に占める各領域の活動時間の割合をエフォート率で表し、百分率

で記入する。ただし、エフォート率は、教員個々の活動への時間配分を知るために設

定した参考指標であり、この記入内容は評価において考慮しないものとする。  

(3) 教員による自己点検・評価の方法 

①  教員は、自身の活動状況について、部局評価委員会の定めた評価方針に基づき、

データ票に記載されたデータ等を勘案し、領域ごとに自己点検を行い、評価票に記

入する。 

②  評価票への記入要領は、別に定める。 

(4) 部局評価委員会による評価の方法                               

①  部局評価委員会は、評価票に記載された自己点検・評価結果について、評価方針



に基づいて検証し、評価票の所定欄に、改善に資する助言や意見その他必要なコメ

ントを付した上で系長に報告する。  

②  部局評価委員会は、Ｓ評価に相当する活動と認める教員の中から、特に優れた教

員を領域ごとに選定し、ＳＳ評価候補教員として系長に報告する。  

③  部局評価委員会は、評価の過程において、必要に応じて、教員個々の意見を聴く

機会を設けるものとする。 

④  系長は、報告を受けたＳＳ評価候補教員について、全学評価委員会に推薦する。  

(5) 全学評価委員会による評価の方法 

全学評価委員会は、ＳＳ評価候補教員として推薦された者の中から、特に優れた取

組や活動を行っていると認められる教員を、領域ごとにＳＳ評価として認定し、その

結果を系長及び当該系と関連する教育研究組織の長並びに本人に通知するとともに、

学長に報告する。 

(6) 通知、対話、報告等 

①  系長は、部局評価委員会より報告された結果を、教員個人に対し適切な方法で通

知する。 

②  系長は、優れた活動を行っている教員には、その活動の一層の向上を図るよう奨

励し、当該活動に係る意見、要望等を聴取する機会を設けるものとする。また、必

要に応じ、意見、要望等の内容を関連する研究科長、学群長、センターの長、附属

病院長又は附属学校教育局教育長に通知するものとする。  

③  系長は、活動状況に問題がある教員又は正当な理由なく評価票を提出しない教員

には、適切な指導及び助言等によって改善を促すものとする。  

特に、評価結果を教員の活動成果の向上につなげるためには、評価者と評価対象

の教員との対話が重要であることに鑑み、系長又は系長が指定する者は、評価結果

について、当該組織における教育研究環境の改善を含め、当該教員と十分な対話に

努めるものとする。また、必要に応じ、対話の結果を関連する研究科長、学群長、

センターの長、附属病院長又は附属学校教育局教育長に通知し、必要な措置を講ず

るものとする。 

④  系長は、部局評価委員会より報告された評価結果及び教員個人に対して行った奨

励、指導及び助言等の内容について、評価企画室長を通じ、学長に報告するものと

する。 

 

７．不服申立て 

(1) 教員は、評価票に付された部局評価委員会からのコメント内容について疑義がある

場合は、系長に対して説明、修正等を求めることができる。  

(2) 系長は、教員からの求めに応じて、部局評価委員会と協議の上、当該コメントを付

すに至った理由、根拠等を示し、必要に応じてコメントの修正、削除等の措置を行い、

教員に対して書面で回答するものとする。 

(3) 教員は、系長の回答について、さらに不服がある場合は、全学評価委員会に対し

て不服申立てを行うことができる。  

(4) 全学評価委員会は、教員から不服申立てがあった場合、系長及び部局評価委員会の



意見を聴いた上で、不服の妥当性についての審査及び必要に応じて教員業績評価の再

評価を実施し、その結果を最終結果として、不服申立てを行った教員及び系長へ通知

するものとする。 

(5) 不服申立てに係る様式については、別に定める。  

 

８．評価結果の活用及び公表 

(1) 評価結果は、次のように活用するものとする。  

①  教員個人が今後の教育・研究等の質の向上・改善を図るための指標とする。  

②  全学、系及び当該系に関連する教育研究組織において、組織運営等の改善のため

の資料とする。 

③  系長が勤勉手当及び昇給について判断するための参考資料のひとつとする。  

④  その他評価結果の活用方法は、適正な手続きを経て、全学、系等において、別に

定めることができる。 

(2) 評価結果は、社会への説明責任の確保の観点から全学評価委員会において公表する。

公表内容は、各系の評価結果を全学で取りまとめ集計したもの及びその分析結果のみ

とし、教員個人の評価結果は公表しない。  

(3) 評価票から取得した教員個人の評価情報を閲覧できる者は、職務上の必要がある者

に限定し、次のとおりとする。 

①  評価対象の教員が所属する系の長及び当該系の長が指定する者  

②  評価対象の教員の評価を実施する部局評価委員会の委員及び当該委員会事務担当

者 

③  評価企画室長、室員及び評価企画室事務担当者  

④  全学評価委員会委員 

⑤  学長及び副学長 

 

９．評価システムの絶えざる改善 

大学教員業績評価は、その実施により教員個人の活動の質の向上に資するとともに、

大学全体の活動の一層の活性化や改善が図れるよう、その実施結果について分析し、大

学・各組織の運営にフィードバックしていかなければならない。そのため、全学評価委

員会を中心に、評価による効果の検証や中期目標・中期計画等を踏まえつつ、不断に改

善を重ね、よりよい評価システムの構築を目指すこととする。  

 

附 記 

この指針は、平成２１年５月２１日から実施する。  

 

附 記 

１ この指針は、平成２４年２月１６日から実施する。 

２ この指針の施行後、改正前の大学教員業績評価指針において大学院博士課程研究科

を評価実施組織として実施する大学教員業績評価に係る取扱いについては、改正後の

大学教員業績評価指針の規定にかかわらず、なお従前の例とする。  



 

 

 
 

 
  評価単位の名称  

所属系  
氏  名  

職 名  

担当研究科・専攻  担当学群・学類  

附属病院、センター、

附属学校等 
□附属病院       □センター（名称：           ） 
□附属学校教育局、附属学校（名称：            ） 

休 業 等  特記事項  
 

 
 

領域 
(Ａ)自己評価 

自己点検・評価の観点を参考に、主に前年度の活動状況を中心にご記入ください。 エフォート
率 

自
己
評
価

教 

育 

○教育活動・学生生活支援・キャリア支援に関し、特に心掛けてきたこと、改善・工夫したこと

(FDに対する取組、成果等を含む。)及び特筆すべき事項 
 

研 

究 

○主たる研究活動とその成果及び特筆すべき事項 
 

診 
 

療 

セ
ン
タ
ー 

附
属
学
校

○当該組織において、従事している業務内容及び特筆すべき事項 
 

  

社
会
貢
献
・ 

 

学
内
運
営 

○社会貢献・国際貢献、学内運営（組織運営や支援業務への貢献等）に関する実績について特筆

すべき事項 
 

要
望 

事
項
等

 

（Ｂ）部局評価委員会コメント 

 

大学教員業績自己点検・評価票

別紙様式１



別紙様式２

所属系

評価単位の名称

〔教　育〕
○担当授業
【学　群】

【大学院】

○卒論・卒研・大学院指導学生数及び卒業・修了者数

学類（卒論又は卒研）
大学院博士前期課程
（修士・博士課程中間審査含む）
大学院博士後期課程

計

○教育活動
活動名 学内・学外

〔研　究〕

○著書・翻訳リスト
著書名

○論文リスト

発表論文の標題 種別
単著
/共

筆頭
掲載誌
名

出版
社名

巻 号 頁
出版
年月

○著書数

○論文数

査読あり 査読なし

件数

計

著書・翻訳

総説

学内紀要等

原著論文

国際会議プロシーディングス・国際会議論文

うち卒業又は
修了者数

対象

種別

評価単位平均

出版社名単著/共著

項目

内容

出版年月

教員別データ票

計

履修者
数

氏名

職名

開設組織

指導学生数

評価単位平均

単位

担当科目名称 開設組織 単位

指導学生数
教育組織

計

うち卒業又は修了
者数

評価単位平均

評価単位平均

履修者
数

担当科目名称

項目
評価単位平均

査読なし

件数

その他

査読あり

計

その他

口頭発表

○データに関する注釈記入欄

○データに関する注釈記入欄



○芸術系の活動・フィールドワーク等

計

○講演実績

発表題目

○講演実績集計
項目

研究発表　
招待講演等

産学官連携フォーラム

その他

計

○受賞
受賞名 受賞年月日

○外部資金受入

資金種類 研究課題
代表／
分担

件数計 金額計

評価単位平均 件数 金額

○知的財産権

名称 種別
単独・共

同

番
号

○知的財産権集計
種別

特許

実用新案

意匠・商標・その他

計

〔社会貢献・学内運営〕

○社会活動
活動名 活動種別

○所属学会

所属学会

○学内運営

学会・集会等の名称 種別

国内・国外

種目

題目

件数

対象・機関

年月日

評価単位平均

役割

出願・発明等

内容・備考役割

状態

間接経費直接経費

役職名・所属委員会・その他の活動

役職名国内・国外

評価単位平均件数

授与機関名

開催年月日 国内・国外

作品名等 種別 単独/共同

○データに関する注釈記入欄

○データに関する注釈記入欄
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